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10　リスク低減措置の検討及び実施について

(1)　指針の 10(1) の事項については、次に

掲げる事項に留意すること。

ア　指針の 10(1) アの「危険性又は有害性

を除去又は低減する措置」とは、危険な

作業の廃止・変更、より危険性又は有害

性の低い材料への代替、より安全な反応

過程への変更、より安全な施工方法への

変更等、設計や計画の段階から危険性又

は有害性を除去又は低減する措置をいう

ものであること。

イ　指針の 10(1) イの「工学的対策」とは、

アの措置により除去しきれなかった危険

性又は有害性に対し、ガード、インター

ロック、安全装置、局所排気装置の設置

等の措置を実施するものであること。

ウ　指針の 10(1) ウの「管理的対策」とは、

ア及びイの措置により除去しきれなかっ

た危険性又は有害性に対し、マニュアル

の整備、立入禁止措置、ばく露管理、警

報の運用、二人組制の採用、教育訓練、

健康管理等の作業者等を管理することに

よる対策を実施するものであること。

エ　指針の 10(1) エの「個人用保護具の

使用」は、アからウまでの措置により除

去されなかった危険性又は有害性に対し

て、呼吸用保護具や保護衣等の使用を義

務づけるものであること。また、この措

置により、アからウまでの措置の代替を

図ってはならないこと。

オ　指針の 10(1) のリスク低減措置の検討

に当たっては、大気汚染防止法等の公害

その他一般公衆の災害を防止するための

法令に反しないように配慮する必要があ

ること。

(2) 指針の 10(2) は、合理的に実現可能な限

10　リスク低減措置の検討及び実施

(1) 事業者は、法令に定められた事項がある

場合にはそれを必ず実施するとともに、次

に掲げる優先順位でリスク低減措置内容を

検討の上、実施するものとする。

ア　危険な作業の廃止・変更等、設計や計

画の段階から労働者の就業に係る危険性

又は有害性を除去又は低減する措置

イ　インターロック、局所排気装置等の設

置等の工学的対策

ウ　マニュアルの整備等の管理的対策

エ　個人用保護具の使用

(2) (1) の検討に当たっては、リスク低減に


